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新型コロナウイルス感染症への対応について（学部学生・大学院生共通） 

 

本学の新型コロナウィルス感染症対策に関する基本方針（令和２年４月２４日付け通知）が更新

されたことを受け，令和２年４月２０日に生物資源産業学部長名で通知していました「新型コロナ

ウィルス感染症への対応について（学部学生・大学院生共通）」を下記のとおり更新するので確認し

てください。 

このことから，下記事項を遵守するとともに，今後，国の緊急事態宣言と，それに基づく徳島大

学危機対策本部の方針が更新されることも十分に考えられるため，必ず徳島大学ホームページ，Ｃ

アカウントメールおよび教務システムを頻繁に確認し，最新の情報・指示に従うようにしてくださ

い。 

※下記のうち赤字の部分が，令和２年４月２０日付け通知からの変更箇所 

記 

 

１． 授業開始に当たっての注意事項 

（１） 授業については，遠隔授業に限定して４月１５日から開始しているが，対面授業は感染防

止対策を徹底して５月２１日（木）以降に実施する。 

 

（２） 徳島県以外の都道府県に移動した場合は，その理由の如何に関わらず，再び徳島県内に戻

ってから，１４日間を経過するまでの間を体調確認期間として自宅待機とする。（学務係等，

事務室も訪れないこと） 

   また，当該期間中は，県外への移動や不要不急の外出を避けるとともに，３つの条件（換気

の悪い密閉空間，多くの人が密集，近距離での会話や発話）を回避し，検温等による健康管理

に努めること。 

 

（３）徳島県以外の都道府県からの移動者と３つの条件（喚起の悪い密閉空間，多くの人が密集，

近距離での会話や発話）を回避し，検温等による健康管理に努めること。 

 

（４）やむを得ない理由で徳島県外へ出る必要がある場合は，学務係のメールアドレス 

bb.stu.section@tokushima-u.ac.jp に学生番号，氏名，外出先（○○県○○市町村），移動目

的，移動期間を明記して送付すること。また，移動の旅程に変更があった場合も同様に速やか

に連絡してください。県外で感染したと考えられる事態が生じても，そのために受講できなか

った授業に対して補講などの代替措置を行うので，必ず提出すること。（ただし，観光やレク



レーションは，やむを得ない理由には当たらない）。 

 

（５）体調不良等がある場合は，必ず学務係へ連絡するとともに別紙「新型コロナウイルスに関す

る措置（学生用）」に従って対応すること。 

 

（６）体調確認期間の確保や感染等のため，遠隔授業等や対面授業に出席できない学生については，

上記（３）のメールアドレスで必ず学務係に連絡すること。やむを得ない理由の場合には欠席扱い

とはせず，可能な限り補講等の代替措置を行うので理由を含めて連絡すること。 

 

２．遠隔授業の受講に当たっての注意事項 

（１）遠隔授業開始の連絡は，Ｃアカウントメール，教務システムで行うので毎日必ず確認するこ 

  と。 

 

（２）受講前に，自身の携帯プランの確認を行い，通信料に留意すること。 

 

（３）無料ＷｉＦｉを利用するため，ファーストフード店，ファミリーレストラン，カフェ，ショ

ッピングモール等に長時間滞在する行為は自粛すること。 

 

（４）本学が提供する遠隔授業方式のみの受講とし，ダウンロードした教材を学生間で共有するた

めに一般に晒される場所にアップロードするなどの行為は禁止する。（著作権違法等により処罰

を受けることがある。） 

 

（５）自宅のネット環境が十分でない場合は，大学が Web 環境と感染防止対策が整った教室を用意   

  しています。（詳細は別紙のとおり）。 

 

３． その他 

緊急事態宣言の継続状況等に応じて今後の対応を判断し，変更する場合は改めて通知します。 

なお，徳島県からは，今回の緊急事態宣言の対象地域拡大に伴い，「不要不急の帰省や旅行な

ど，都道府県をまたいて人が移動することは，蔓延防止の観点から極力避けるよう住民に促す。

特に大型連休期間においては，法第４５条第１項※の規定に基づき，都道府県をまたいだ不要

不急の移動を自粛するよう，住民に協力を要請する。」との対処方法が示されています。 

 大型連休期間中も引き続き他県への移動を控える等，感染対策に努めてください。 

※新型インフルエンザ等対策特別措置法 
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フロンティア
研究センター

附属図書館本館

総合科学部 1号館

 情報センター

共通講義棟

 K507　無線LAN　32席
4F K401　無線LAN　20席

 K402　無線LAN　23席
 K407　無線LAN　32席

3F K302　無線LAN　32席
 K304　無線LAN　41席
 K309　無線LAN　32席

2F K201　無線LAN　24席
 K202　無線LAN　24席
 K206　無線LAN　32席2F 学生自習スペース　無線LAN　28席

3F　LL301　PC　28席

3F マルチメディアコーナ　PC　13席
2F   研究個室　PC　5席

施設全体　無線LAN　168席

3F  301～305 講義室　無線LAN　最大140席

ポスト LED
フォトニクス研究所

SSID : tokushima-uWLAN

常三島キャンパス　感染防止対策済の無線LAN･PC環境エリア 2020年4 月15日現在

教養教育 5 号館

教養教育 6 号館

利用時間　平日9:00～17:00

（総合科学部１号館利用にあたっての注意事項）
注１　会議等により，上記時間内であっても使用できない
　　教室が発生する場合がありますので，ご了承ください。
注２　使用できる机に緑色のテープを貼っています。
　　　利用者間の間隔を確保するため，テープを貼っている
　　机のみ使用してください。

★イヤホンは各自必ず持参して下さい★

利用時間　平日8:40～21:10

6F 創成学習スタジオ　無線LAN　56席
5F K501　無線LAN　20席

 K502　無線LAN　24席

利用時間　平日8:30～18:00
2F 情報実習室 202 　PC40席 

利用時間　平日8:30～21:10

利用時間　平日8:30～21:10
利用期間　4/15～5/8

別紙



２F C-21講義室　無線LAN　17席
C-22講義室　無線LAN　18席
C-23講義室　無線LAN　30席

１F C-11講義室　無線LAN　30席
C-12講義室　無線LAN　9席
C-13講義室　無線LAN　9席

保健学 C棟

蔵本キャンパス　感染防止対策済の無線LAN･PC環境エリア

保健学A棟・B棟

総合研究棟

歯学部棟

栄養学棟

医学基礎 B棟

薬学部実験研究棟

1F　計算機室　PC　36席

4F 大講義室　無線LAN　30席
　 401講義室　無線LAN　25席

2F　 基礎第二講義室　無線LAN　30席
　　 第一総合実習室　無線LAN　25席
1F　基礎第一講義室　無線LAN　30席

　 第2講義室　無線LAN　18席

附属図書館分館

SSID : tokushima-uWLAN

2020年4 月14日現在

2F マルチメディアコーナー　PC　12席
1F  ラーニング・コモンズ 　PC　9席

施設全体　無線LAN　140席

３F D-31講義室　無線LAN　26席
D-32講義室　無線LAN　18席
D-33講義室　無線LAN　10席

対象者　　歯学部生
利用時間　平日8:30～18:00

4F 大講義室　無線LAN　72席
　 示説室　　無線LAN　32席

3F 第4講義室　無線LAN　48席
2F 第1講義室　無線LAN　48席

対象者　　薬学部生
利用時間　平日8:30～18:00

対象者　　医学科・医科栄養学科生
利用時間　平日8:30～18:30

対象者　　保健学科生
利用時間　平日8:30～18:30

対象者　　保健学科生
利用時間　平日8:30～18:30

対象者　　保健学科生
利用時間　平日8:30～18:30

★イヤホンは各自必ず持参して下さい★
（※蔵本地区の学生は，基本的には所属学部の建物を利用して下さい。）



R2.4.17

発熱等の風邪症状がある

「かかりつけ医」や

近くの「医療機関」の

指示に従い受診する

受診目安を満たす（別添１）

帰国者・接触者相談セン

ター（保健所）に相談する
TEL 088-602-8907

yes

yes

新型コロナウイルスへ

の感染が疑われる

no

新型コロナウイルス

への感染が疑われる

no

PCR検査を実施した

PCR検査の結果

yes

陽性

新型コロナウイルスに関する措置（学生用）

出席停止

（補講等，代替措置）
・医師の診断書を提出

・出席停止期間は保健

所の指示に従う

「風邪の症状はないが，海外に渡航していた」

又は

「感染が拡大した国内地域（※）へ旅行した」

yes yes

自宅待機

（補講等，代替措置）

14日間自宅で待機して

健康管理（毎日検温

など）を行う

yes

yes

陰性
海外渡航歴がない場合（渡航歴がある場合は右上）

自宅待機期間中に

発熱等の風邪症状が

発現した

左上の「発熱等の風邪

症状がある」へ戻る

通常どおり

登校

nono

（常三島キャンパス）

総合科学部・総合科学教育部・創成科学研究科（地域創生専攻・臨床心理学専攻）

理工学部・先端技術科学教育部・創成科学研究科（理工学専攻）

生物資源産業学部・創成科学研究科（生物資源学専攻）

（蔵本キャンパス）

医学部医学科・医科栄養学科・医科学教育部・栄養生命科学教育部・

医学部保健学科・保健科学教育部

歯学部・口腔科学教育部

薬学部・薬科学教育部

学務係 088-656-7108

学務係 088-656-7315

学務係 088-656-8021

学生係 088-633-7982

088-633-7030

学務係 088-633-7310

学務係 088-633-7247

キャンパスライフ健康支援

センターに相談する
相談窓口 TEL 088-656-7289

（平日 8:30～17:15）

不安・心配 不安・心配

不安・心配

出席可能
発熱等の風邪症状が完全に消失

※リスクに応じて自宅待機となる可能性も有り

自宅待機（補講等，代替措置）
・37度以上37.5度未満の場合でも，平熱より高いと判断される場

合は，発熱と考えて解熱後２日を経過するまで自宅待機

・37.5度以上の発熱があった場合は，解熱後2日を経過するまで

は自宅待機

・38度以上の発熱があった場合は，その翌日から5日を経過し，

かつ解熱した後2日を経過するまでは自宅待機

PCR検査後，１４日以内に発熱等

の風邪症状が発現した

左上の「帰国者・接触者相談セン

ター（保健所）に相談する」へ戻る

yes

連絡

連絡

※特定警戒都道府県

東京、埼玉、千葉、神奈川、

大阪、兵庫、福岡，北海道、

茨城、石川、岐阜、愛知、京都



･風邪の症状や37.5℃以上の発熱
が4日以上続く。
･強い倦怠感や呼吸困難がある。

※上記のいずれかに該当する場合は目
安に関わらず、重症化しや
すいとの報告はなし。
※高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾
患の基礎疾患を有する者は2日以上
※妊婦の方については、念のため、重症
化しやすい方と同様に、早めに相談

徳島県の対応方針

～新型コロナウイルス感染症にいての相談、検査や治療の流れ～

令和２年３月５日版

【検査対象者】
①発熱(37.5度以上)または呼吸器症状 かつ 新型コロナ
ウイルス感染症であることが確定していた者と濃厚接触
がある。
②発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状 かつ 発症二週間以
内に、流行地域に渡航又は居住していた又は流行地域に
渡航又は居住していた者と濃厚接触歴がある。
③発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状 かつ 入院を要する
肺炎が疑われる。
④医師が総合的に判断した結果，新型コロナウイルス感染
症を疑う。
※流行地域については、厚生労働省のホームページで御確認ください。

相談帰国者・接触者相談
センター
（6か所）

感
染
が
疑
わ

れ
な
い
場
合

感染が疑われる
場合

「帰国者・接触者外来」と受診調整

①疑似症の発生届提出、入院勧告、
検体採取

②保健所が検体搬送し、保健製薬
環境センターでPCR検査を実施

③PCR検査で陽性確定、感染症指定
医療機関にて、入院治療

ＰＣＲ検査で「陽性反応」の結果が出た場合、

「感染症指定医療機関」（４病院、２３床）において入院治療

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の対応
～新型コロナウイルス感染症についての相談、検査や治療の流れ～

相談

相談

･入院を要する肺炎が疑われる
･医師が総合的に判断した
結果、感染を疑う。

「かかりつけ医」や
お近くの「医療機関」の指示
に従い、マスクを着用し、受診。

帰国者・接触者外来

感染を
疑わない場合

感染が疑わ
れる場合

徳島県健康づくり課感染症･疾病対策室

令和２年３月２７日版



   風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が
  
　

※　次の方は、重症化しやすいため、上の状態が２日以上続く場合に
　　相談をお願いします。

　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。）

このような方はご注意ください

４日以上続いている

・高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患

※　小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はありません。

※　妊婦の方は、念のため重症化しやすい方と同様に早めの相談を
　　お願いします。

息苦しさ（呼吸困難）がある

強いだるさ（倦怠感）や

＜受診相談の目安＞

「強いだるさや息苦しさ」のある方は、
発熱開始から、4日（高齢者等の重症化
しやすい方は2日）以上継続していなくて
も速やかにご相談ください！！

令和2年3月22日版



 
 
 
 
 
 

 

賢明かつ節度ある行動で見えない敵 

「新型コロナウイルス」に打ち克とう！ 
 

 

 
 

・不要不急の外出はしない。 
 
 
 
 

・県境を越えた移動をしない。 

・家族、親戚、友人に会うための移動はしない。 

・帰省もしない。観光地、海、山へも行かない。 

 

 

・近くの公園への散歩や買い物であっても、「３密」（密閉、密集、

密接）は絶対に避ける。 

・人と人との距離は２ｍを確保。 

・買い物は必要最小限の人数で。 

 

 
 

・施設の使用制限要請には応じる。 

 ・休暇をまとめて、従業員の出勤を極力減らす。 

 ・電話やビデオ会議など、人と人との接触機会を減らす。 

 
   令和２年４月２３日 
 

全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部 
本部長  徳島県知事  飯泉 嘉門 
副本部長 鳥取県知事  平井 伸治 
副本部長 京都府知事  西脇 隆俊 
副本部長 神奈川県知事  黒岩 祐治 
本部員  ４３都道府県知事 

企業、団体の方々も御協力を 

帰省や旅行をしないで

を！！ 

ゴールデンウィーク緊急要請 
～ みんなでいのちとふるさと・日本を守ろう ～ 

外出しないで 

「３密」を徹底的に回避 
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